
 - 1 - 

                                                                                                                                      

              

平成２８年度各部定期監査の結果に関する報告 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査期間 

平成２８年４月６日（水）から平成２８年８月２３日（火）まで 

 

２ 監査の対象 

平成２７年度の財務に関する事務の執行状況等 

 

３ 監査対象部局及び日程 

別添「平成２８年度各部定期監査日程表」のとおり 

 

４ 監査の内容及び主眼点 

  各部定期監査は、平成２７年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事務の管理につ

いて、地方自治法第２条第１４項及び第１５項の規定の趣旨に基づき、適正かつ効果的に行

われているかを基本として、以下の各項目を踏まえて実施した。 

 (１)  収入の確保が適正に行われているか。 

 (２)  予算が適正かつ効率的・効果的に執行されているか。 

 (３)  契約の締結及び履行の確認が適正に行われているか。 

 (４)  事務事業の執行が計画的かつ合理的に行われているか。 

 (５)  財産の管理が適正に行われているか。 

(６)  従前の指摘事項が是正されているか。 

 

５ 監査の方法 

書類調査及び説明聴取の方法により実施した。 

  

第２ 監査の結果 

１ 指摘事項 

   監査の結果、次のような是正及び改善を要する事項が見受けられたので指摘する。 

   なお、軽微な事項は口頭で注意した。  

(１)  給与事務における事務処理を誤っていたもの 

専務的非常勤職員の即日帰庁旅費について、運賃、定期券等による減額調整、集計、転

記の誤りや記載漏れがあり、旅費の支給額に過不足が生じていたものがあった。また、委

託医療機関で受診した健診旅費を人事課予算ではなく所属の予算で支出したものがあっ

た。 

（介護保険課、生活福祉課、子ども家庭課、保育課、学校運営課、教育指導課、生涯学習課） 

別 紙 
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(２) 会計事務における事務処理を誤っていたもの 

  ア 金銭出納員は、収納した歳入について、現金出納簿への記帳、収納金日報及び収納金

収入報告書の作成をしなければならないが、科目の一部又は全部を作成していないもの

があった。 

（政策企画課、スポーツ振興課、生活福祉課、生涯学習課） 

  イ 現金出納簿は科目ごとに記帳することとされているが、複数の科目をまとめて記帳し

ていた。また、収納金日報及び収納金収入報告書は、課でまとめて作成しなければなら

ないが、係単位で作成していた課があった。 

(総務課、スポーツ振興課） 

  ウ 資金前渡受者は、個別口座の合計と総括口座の照合、並びに預金残高及び現金残高と

総括口座の照合を行ったうえで、確認印を押印することとされているが、１年間にわた

って確認印の押印がなかった。 

 (子育て支援課） 

  エ 徴収事務委託において、受託者は、歳入の調定及び収納事務を行うこととなるが、受

託者である指定管理者から「調定決定書兼収納金日報」の提出を受けていなかった。ま

た、指定管理者は、「調定額報告書兼収納金収入報告書」ではなく、「収納金収入報告書」

により、部長に報告していた。 

    所管課では、歳入の徴収事務を委託しているにもかかわらず、受託者が行うべき事務

処理への理解が不十分なため、誤って日々調定を行っていた。 

    さらに、地方自治法施行令第１５８条第２項及び目黒区会計事務規則第４１条第２項

の規定に基づく、徴収事務を委託したことの告示及び徴収事務受託者である旨を証する

書類の交付を行っていなかった。また、目黒区歳入の徴収又は収納事務受託者及び支出

事務受託者に対する検査要領第６条の規定に基づく検査のうち、調定に関する検査を行

っていなかった。 

  (都市整備課） 

  オ 郵便切手等受払簿の残枚数と実際の枚数が相違していた。 

(人権政策課、選挙管理委員会事務局） 

  カ 商品券や図書カード等の金券は、効率的な使用と適切な管理が必要である。そのため、

必要な都度購入することを原則とするが、やむを得ず一定期間保管した際に、管理状況

の記録がなかった。 

（産業経済・消費生活課、スポーツ振興課、学校運営課、生涯学習課、選挙管理委員会

事務局） 

(３) 契約事務における事務処理を誤っていたもの 

ア 契約の履行上、再委託を行う際に必要な再委託承諾の手続を行っていないもの、再委

託承諾の起案処理で契約課への必要的協議を行っていないものがあった。 

（総務課、防災課、文化・交流課、スポーツ振興課、中央地区サービス事務所、南部地区

サービス事務所、高齢福祉課、保育課、清掃リサイクル課、学校運営課） 

イ 目黒区契約事務規則第４０条の規定に基づき、随意契約により契約しようとするとき
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は、原則として２者以上から見積書を徴取することとされている。しかしながら、物品

の購入に当たり、見積書の徴取を１者とすることができる１件当たり５万円未満の契約

とし、同日や連日又は短期間に、同一業者や同種の別業者と契約を複数回行っていたも

のがあった。 

（総務課、みどりと公園課、学校運営課） 

ウ ５０万円以上の物品購入契約は、区長部局では契約課契約とされている。しかしなが

ら、システム上、内訳が２００件を超える入力ができないという理由から、１件当たり

５０万円未満に分けて自所属契約としたものがあった。 

                                   （保育課） 

エ  契約に当たり必要とされる仕様書を作成していないものが複数あった。 

（総務課、北部地区サービス事務所、中央地区サービス事務所、生活衛生課、生活福祉

課、子育て支援課、保育課、道路管理課、学校運営課） 

オ 仕様書に記載されている内容とは異なる内容が実施されていたもの、定められた書類

が提出されていなかったものなど、委託業務等の管理が適切になされていないものが複

数あった。また、委託契約の一部が、契約依頼の前に実施されるなど、契約依頼の時期

に関しても適切でないものがあった。 

（文化・交流課、障害福祉課、保育課、みどりと公園課、教育指導課） 

カ 見積書を２者から徴取する必要がある契約にもかかわらず、１者からしか徴取してい

ないものがあった。 

（総務課、スポーツ振興課、保健予防課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、保育

課、学校運営課、生涯学習課、選挙管理委員会事務局） 

キ 契約依頼で、同一の依頼内容で見積書を徴取すべきところ、業者ごとに異なった内容

で見積書を徴取したものがあった。また、その際に徴取した見積書を複数の契約に重複

して使用していたものがあった。 

                   （高齢福祉課、子育て支援課、学校運営課） 

ク 契約書の作成に当たり、暴力団等排除に関する特約条項、談合その他不正行為に係る

契約解除と損害賠償に関する特約条項を付していないものがあった。 

（地域振興課、健康推進課、保育課、清掃リサイクル課、教育指導課） 

(４） 印刷原稿の点検ミスにより新たな支出等を発生させたもの 

ア  がん検診無料クーポン券ほか印刷及び封入封緘委託契約について、「実施医療機関一

覧」の印刷原稿の一部に誤りがあったが、そのまま印刷し、検診対象者へ発送したため、

病院へのおわびやホームページでおわびと訂正の掲載を行っていた。 

(健康推進課) 

 イ 小学校読書感想文集の印刷契約について、一部が欠落した原稿で印刷したことが納品

後に判明したため、差し替えページ等の印刷を別途契約し、１１６，８３９円支出して

いた。                                                                                                     

（教育指導課） 

(５)  事業の実施手続及び実施結果の検証を適正に行うべきもの 
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 伝統芸能技能保持者派遣事業は全ての小学校で実施されているが、実施に当たり小学校

長から教育指導課長宛て派遣申請書を提出し、実施後に実施報告書を提出することとなっ

ている。 

 しかしながら、申請書の未提出が７校、実施報告書の未提出が８校あった。このうちい

ずれも提出のない学校が５校あった。また、申請書及び実施報告書の収受起案がなかった。 

                      （教育指導課） 

(６) 要綱に基づく処理を誤っていたもの 

目黒区庁用車利用要綱第１６条第３項の規定においては、運転者は、運転を終了したと

きは、事後の運転に支障がないように燃料を補給することとされている。また、同要綱第

１２条の規定に基づき、貸出車の使用状況について、常に明らかにしておくこととなって

いる。  

庁用車の適時の燃料補給については、昨年度も指摘を行ったにもかかわらず、貸出車の

運転において、燃料の不足状況に応じて適時に補給しなかったため、運転中に燃料不足が

生じ、所管課配車主任による立替払が行われていた。 

                （生涯学習課） 

(７) 個人情報が適正に管理されていなかったもの 

委託契約の履行において、受託者に個人情報に関わる書類の提出を求めていたものにつ

いて、当該書類の受渡しが、メールにより行われ、かつ、メールの保存や印刷・保管を行

わなかったため、意思決定や履行内容が確認できないものがあった。  

（保健予防課） 

 

２ 意見・要望事項 

改善について検討を求める事項が見受けられたので、次のとおり意見・要望を述べること

とする。 

(１) 共通事項 

ア  個人情報の適正管理について 

区が保有する個人情報を取り扱う場合には、目黒区個人情報保護条例第１０条第１項

第２号の規定に基づき、漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止するための必

要な措置を講じる必要がある。 

指摘事項にも記載したように、区が個人情報を取得する手段としてメールを利用して

いたものがあり、個人情報を保有する前の段階ではあるが、その取扱いには、特段の配

慮が必要であったと考える。 

職員は、事務執行上、個人情報の保護に留意し、収集方法も含め、適正な管理を行う

必要がある。ついては、個人情報の適正管理の観点から事務執行における個人情報の取

扱方法を確認するとともに、マニュアル等の周知徹底及び研修等の充実に努められたい。 

(該当課、主管課：広報課) 

イ  仕様書の内容及び契約依頼の時期について 

行財政改革の推進、民間活力活用の観点から、多くの業務が外部委託、指定管理者委
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任されている。外部委託業務等については、仕様書に基づき業務が適切に履行されてい

るか適宜調査を行い履行状況の確認を行うとともに、委託業務等の完了時において、提

出書類をもとに履行の確認、成果の検証・評価を行う必要がある。 

しかしながら、指摘事項にも記載したように、毎年同様の契約を繰り返しているうち

に、仕様書と実施内容の一部に相違が生じ、仕様書に記載されている内容とは異なる内

容が実施されていたものなど、委託業務等の管理が適切になされていないものが見受け

られた。 

毎年度実施している事業においても、常に契約依頼の時期や仕様書の内容を精査し、

適切な仕様書を作成すべきである。 

適正な契約事務処理を行っていくために、契約主管課及び管理監督者による指導、確

認の徹底や研修の充実に取り組まれたい。 

(該当課、主管課：契約課) 

ウ  区有施設の見直し及び生活圏域整備計画の今後の方向性について 

区有施設の見直しについては、２６年３月に区有施設見直し方針が策定され、区有施

設見直しの基本的な方向性、手法、施設総量の縮減目標等が示されたところである。 

その後、区有施設見直し方針の具体化に向けた課題整理、区有施設の長寿命化のルー

ルづくりに向けた取組などが行われ、２８年６月に、行財政改革推進本部において、「区

有施設見直し計画の策定に向けた今後の進め方について」が決定された。計画策定の進

め方としては、計画素案の作成に向けて検討を行うための検討素材を取りまとめ、区民

意見を募集し、２８年度中に計画素案の作成、パブリックコメントの実施を経て、２９

年６月を目途に計画を策定していくこととされている。 

一方、生活圏域整備計画については、見直しの必要性の検証に係る調査結果を踏まえ、

２７年８月に、政策決定会議において、「生活圏域整備計画の今後の方向性のまとめに

ついて」が決定され、生活圏域整備計画で示されている施設整備に係る事項、その他の

各種施策・事務事業に係る事項及びコミュニティ施策に係る事項の三つに分けて整理す

ることとされた。これらのうち、施設整備に係る事項は、区有施設見直し計画の策定作

業の中で見直しを行っていくこととし、各種施策・事務事業に係る事項は、個々の補助

計画を充実・発展させていくこととされた。また、コミュニティ施策に係る事項につい

ては、次期基本計画の改定に向けて、課題の整理や方向性のまとめを含めて改めて早急

に議論しながら検討していくこととされ、コミュニティ施策の今後の進め方について調

査・研究を行う組織として、２８年４月に地域政策室及び地域政策調査課が設置された

ところである。 

区有施設見直し計画の策定及びコミュニティ施策の今後の進め方については、いずれ

も本区の施設の配置基準や具体的な配置等及びコミュニティ施策の在り方に係る新た

なグランドデザインをどのように構築していくかという、最も重要かつ基本的な政策に

関わる検討事項であると考えられる。 

もとより、これらの検討においては、今後の人口動向や施設の利用状況、維持管理経

費等の財政負担、老朽化状況、地域住民の活動状況など多岐にわたる事項の検証ととも
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に、施設利用者や地域団体等に対する丁寧な説明、意向聴取、意見調整などが必要と考

えられる。 

そこで、これらの検討に当たっては、区有施設見直し計画の策定及び次期基本計画の

改定等に向けて、全庁的に連携を密にし、適時適切に進行管理を行っていくとともに、

区有施設見直し計画の策定とコミュニティ施策の今後の進め方については、それぞれ当

面は分けて検討されるとしても、各専管部局を中心に、組織横断的に連携・協力して検

討し、全体として整合性のある政策が構築されるよう要望する。 

（地域政策調査課、施設改革推進課、地区サービス事務所、ほか関係課） 

エ 収入未済額の縮減について 

２７年度の収入未済額については、一般会計では２，１４０，２１６千円（２６年度

２，２８０，７７０千円）前年度比６．２％減、国民健康保険特別会計では２，２６４，

７７５千円（２６年度２，２２９，３９６千円）前年度比１．６％増、後期高齢者医療

特別会計では６７，４４０千円（２６年度６４，１４５千円）前年度比５．１％増、介

護保険特別会計では１６４，０９０千円（２６年度１５０，１７２千円）前年度比９．

３％増、全会計合計４，６３６，５２３千円（２６年度４，７２４，４８４千円）前年

度比１．９％減となっている。 

２２年度の全会計合計収入未済額は６０．９億円余であったが、２７年度には４６．

３億円余と２４．０％縮減が図られている。 

一般会計のうち特別区税の収入未済額では、１５．５億円余となり、前年度より１．

３億円余縮減された。特別区民税の収入未済額でみると、２２年度の２８．９億円余か

ら２７年度には１５．４億円余と１３．５億円余４６．７％と大きく縮減し、収入率で

は、９２．１％から９６．０％と３．９ポイント上回っている。 

        なお、２７年度の一般会計の特別区税及び特別会計の保険料に係る滞納繰越分につい

ては、基幹系システムの再構築に合わせて、出納閉鎖期日が５月３１日から３月３１日

に変更されたことにより、滞納繰越分に係る収入及び不納欠損処理の対象期間等の取扱

いが２６年度とは異なっている。 

２７年度には、滞納対策事務を効率的・効果的に行うために、滞納対策課に一元化組

織が設置され、国民健康保険料等の強制徴収公債権のうち、各課から移管された徴収困

難・高額滞納案件について滞納処分等の滞納対策事務を行うとともに、非強制徴収債権

のうち徴収困難・高額滞納案件については、訴訟提起等債権回収業務を弁護士に委託す

るなど、債権回収体制の強化が図られたところである。この間の関係職員の積極的な取

組を高く評価するものである。  

２８年度からは、強制徴収公債権の一元化組織への移管事務の拡大が図られているが、

特別区民税等については、引き続き、収入額の確保、収入未済額の縮減を図るとともに、

収入未済額が増加している債権所管課においては、公平性の確保、債権管理の適正化等

の観点から、納付勧奨や口座振替、コンビニエンスストア収納などの納付機会・方法の

普及・拡大等により、滞納の未然防止に努めるとともに、滞納者に対する迅速かつきめ

細かな対策の推進、一元化組織及び委託弁護士との連携強化等を図り、収入の確保、収
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入未済額の更なる縮減に向け、適切な債権管理に一層努められたい。  

                          （滞納対策課、ほか各債権所管課） 

オ 音楽の杜との連携・協力について 

上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地においては、法人グループ音楽の杜（学校法

人東京音楽大学、株式会社日建設計及び戸田建設株式会社）による上目黒一丁目地区プ

ロジェクトまちづくり計画書に基づき、３１年４月の東京音楽大学の開校に向けた取組

が進められており、音楽教育だけでなく、音楽を通じた文化・交流活動等が計画されて

いる。 

一方、本区の基本計画においては、基本目標の一つとして「豊かな人間性をはぐくむ

文化の香り高いまち」が掲げられており、２８年３月に改定された基本計画の補助計画

である芸術文化振興プランにおいては、芸術文化振興に向けた三つの目標の一つである

「目標３ ネットワークの充実」に関わる施策の方向として、「様々な分野との芸術文

化の連携・協力」、「芸術文化に関わる施設、団体、企業、大学等との連携・協力」等が

掲げられている。また、２５年３月に策定された中目黒駅周辺地区整備計画においては、

地区の将来像である「地域の個性を活かした 文化の創出ができるまち なかめぐろ」

の実現を目指し、街づくり協議会等とともに周辺地区の街づくりに取り組んでいるとこ

ろである。 

そこで、本区においても、音楽の杜による東京音楽大学の開校を新たな芸術文化の創

出の好機と捉え、芸術文化、まちづくり、教育など、音楽の杜の活動と関わりがあると

考えられる部局が、組織横断的に音楽の杜及び地域団体等と連携・協力を図り、「文化

の香り高いまち」づくりに向けて取り組むことを要望する。 

（文化・交流課、地区整備事業課、生涯学習課、ほか関係課） 

(２) 個別的事項 

ア  企画経営部関係 

(ア) 人口ビジョン及びまち・ひと・しごと総合戦略について 

２６年１１月に制定されたまち・ひと・しごと創生法に基づき、２８年３月に策定

された人口ビジョンは、本区の人口動向分析、将来人口の推計を提示するものであり、

人口に関する目指す方向として、子どもを産み育てたい人の希望をかなえ、平成５２

年（２０４０年）に希望出生率（１．５０）を実現するとし、人口の維持・増加に向

けた取組を推進することとしている。（本区の２６年の合計特殊出生率は１．０５）   

また、同時に策定されたまち・ひと・しごと総合戦略（２７～３１年度）は、人口

減少社会の中にあっても魅力あるまちづくりを進め、本区のまち・ひと・しごと創生

を実現するための具体的な施策や取組を掲げ、２７年度を初年度とする５か年の計画

として策定された。政策目標としては、①安心して結婚・出産・子育てができるまち

をつくる、②住み慣れた地域で生活し続けられるまちをつくる、③新たなにぎわいの

創出と多様な人と人との交流を促す、という三つの基本目標とそれらに対する客観的

な数値目標を設定し、それぞれの基本目標のもとに、８施策、７７事業（うち新規事

業１８）が掲げられている。また、各施策の効果を客観的に検証できるように、重要
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業績評価指標（ＫＰＩ）として、現状値及び目標値が設定されている。 

人口ビジョンにおいては、人口減少や人口構造の変化は、産業や雇用、公共施設、

子育てや教育など様々な分野への影響が想定されるとし、また、区財政への影響や公

共施設需要の変化に伴う、時代ニーズに即した公共施設のあり方の検討が必要である

ことなどが示されている. 

人口動向や人口構造の変化は、様々な分野、施策に影響を及ぼしていくものと考え

られることから、今後とも、これらの動向等を一層注視しながら、結婚・出産・子育

てがしやすく、高齢になっても住み続けやすい、多様な世代が住み続けられる環境の

整備に努められるよう要望する。 

また、まち・ひと・しごと総合戦略については、基本目標に数値目標が設定され、

施策ごとの進捗状況を検証するために、重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定されてい

るが、ＰＤＣＡマネジメントサイクル*による施策の検証・評価・見直し・改善に着

実に取り組み、結果を公表していくことを要望する。 

＊ ＰＤＣＡマネジメントサイクル：Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ

（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（見直し・改善）による進行管理。 

                                 (政策企画課) 

(イ) 財政健全化に向けた取組の推進について 

区では、２７年８月の行財政改革推進本部において「財政健全化に向けたアクショ

ンプログラム取組結果について」を取りまとめた。アクションプログラムにおいては、

短期的目標として、２６年度までの財源不足を確実に回避すること、中・長期的目標

として、財政対応力回復に向けた取組を進め、計画的な基金の積み増しを図ることを

掲げ、事務事業の見直し等に取り組んできた。 

取組結果としては、３年間の財源確保額として予定した１８０億７００万円に対し、

上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地について２６年度までに売却に至らず２７

年度に売却となったことなどもあり、１３５億３，０６２万円の確保となったが、２

６年度末の財源活用可能基金の残高が１３９億円余となり、取組検討時点での２３年

度末残高見込み６４億円を上回る状況となるなど、取組期間において財源不足に陥る

ことなく財政運営ができ、短期的目標は達成された。また、中・長期的目標について

も、一定の成果を上げることができたとされている。 

また、２４年度には、安定的かつ強固な財政運営の確立に向け、財政運営上の三つ

のルールを定め、積立基金の増額、起債発行額の抑制等の取組が進められ、２６年度

には、「財政運営の基本と積立基金の維持」、「積立基金の自律的積立」、「起債発行額

の上限設置」の三つのルールのレベルアップが図られた（目黒区財政白書２０１４）。 

一方、財政構造の弾力性を判断する指標である経常収支比率は、２４年度の８８．

９％から２７年度には７９．０％と９．９ポイント改善した。財政調整基金の２７年

度末の残高は１３７億円余となり、財政運営のルール１の「各年度の財政調整基金の

残高が最低でも１００億円を維持するようにする」及びルール１の解説の「今後は、

特別区の平均的な水準も考慮し、将来に備えて、まずは目黒区の標準財政規模である
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約６００億円の２０％以上、１２０億円を超える財政調整基金残高になることを目指

す」ことについては、積立目標を超える状況となっている (２７年度標準財政規模６

４７億円余×２１．３％＝１３７億円余)。 

しかしながら、財政調整基金の残高は、他区に比べれば少なく（２７年度目黒区１

３７億円余、特別区平均２６５億円余（見込額））、また、経常収支比率については、

２７年度に７９．０％となり、適正範囲（７０～８０％）とされる数値に達したが、

未だ財政構造の硬直化からは脱却していない状況である。このような中で、子育て支

援施策など社会保障費を主とした経常的経費の増加や、施設の維持管理・更新経費の

負担、今後見込まれる行政需要など多くの課題が山積している。 

このため、アクションプログラムの成果等を踏まえながら、事務事業の見直し、歳

入の確保、財政運営のルールの更なる拡充（施設整備基金の拡充等）など、安定的で

強固な財政基盤の確立・維持に向け、一層努力されたい。 

                                           （財政課） 

イ 総務部関係 

(ア) 次代を担う人材の計画的な育成について 

２７年度行財政運営基本方針においては、「柔軟な発想力や高い政策形成能力を発

揮できるような人材の育成に力を注ぐとともに、管理監督層において、マネジメント

能力の向上、女性職員がより一層活躍できるような対策を講じていく。」旨記載され

ている。また、２７年３月に策定された行革計画においても、次代を担う管理職・係

長職育成に向け、職員の昇任意欲醸成のための取組を実施することとされ、次代を担

う優秀な人材の育成が重視されている。 

２７年度の特別区人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告」においても、

「次代を担う「職員」の育成」を重要な課題として挙げており、中長期的な人材育成

の取組として、キャリア・パス（職務に取り組む上での今後の方向性等の絵姿）の把

握・醸成等及び女性職員の活躍推進における総合的かつ継続的な取組として、特別区

への支援等の意見が述べられている。 

本区では、これまでも人材育成・活用基本方針等に基づき、管理監督者への昇任意

欲の醸成や支援等に取り組んできたところである。しかしながら、２７年度係長職昇

任選考でみると、受験率９．７％（女性６．９％、男性１４．４％）、合格者数２５

名（女性１２名、男性１３名）、管理職昇任選考では、受験率４．２％（女性１．６％、

男性８．０％）、合格者数８名（女性３名、男性５名）と、受験率はいずれも低く、

特に女性の受験率が低い状況である。係長職選考においては、２４年度の受験率が１

５．２％と前年度を下回って以降、低下傾向にあり、２６年度以降は１０％未満の状

況となっている。管理職選考では、女性の合格者が前年度の０名に対して、２７年度

は３名と増加したが、管理監督者選考については、引き続き課題が見受けられる状況

である。 

こうした中で、２７年度においては、２７年８月に女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律が成立し、これを受けて、２８年３月に女性職員活躍推進計画（２
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８～３２年度）が策定された。 

計画においては、①女性職員の管理職割合を平成３２年度までに２０％（２７年度

７５人中１０人１３．３％）にすることを目指す。具体的な取組としては、２７年３

月から実施しているメンター制度（先輩職員がキャリア形成や仕事と家庭の両立につ

いて相談を受け、自己の経験を元にアドバイスをする取組）の継続的な実施、様々な

研修の実施、積極的な受験の勧奨、ロールモデルの紹介など。②男性職員の育児休業

取得率を平成３２年度時点で１０％（２６年度０％）にすることを目指す。具体的な

取組としては、働き方の見直しを実践している職員の取組や考え方をロールモデルと

してグループウェアや研修等で職員に周知すること、セミナーの実施、相談体制の整

備、意識啓発など、二つの目標が掲げられている。 

女性職員の管理職割合を高めるには、女性の受験率を高め、合格者を増やすことが

必要であるが、係長職選考の受験率が低下傾向にあることも考慮し、優秀な人材の確

保の観点から、係長職選考の受験率を高めることも必要であると考えられる。 

管理職については、その職の重要性に応じ、責任の度合も一層増すこととなるが、

職員意識調査によると、そのことに不安を感じ、昇任をためらっている状況などがう

かがわれる。こうした中、管理職への昇任意欲を醸成する上で、本区が取り組んでい

るメンター制度やキャリア形成支援、研修等は有益なものと考えられるが、管理職自

身が高い使命感を持ち、意欲的に仕事を遂行していく姿勢や職員へ適切な指導力を発

揮していく姿勢を示し、人格的にも信頼され目標とされるような管理職となることも

重要である。 

区においては、これまでの取組を検証するとともに、人事委員会の意見や他自治体

の実践例も参考にし、女性職員活躍推進計画や人材育成・活用基本方針等で掲げた目

標の実現に向け、更に取組を推進されたい。 

                                       （人事課） 

(イ) ストレスチェック制度の有効な活用について 

２６年６月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律等に基づき、ストレ

スチェック制度（心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面

接指導の実施等を内容とする制度）が２７年１２月に施行されたことを受け、区では、

２８年度以降、毎年１回ストレスチェックを実施することとされた。今後、ストレス

チェック受検、高ストレス者への面談、職場診断等を行い、職員が安心して働ける職

場づくりを目指し、ストレスの原因を探り、職場環境の改善を図っていくこととして

いる。 

本制度を有効に活用していくためには、制度の趣旨・目的について管理監督者をは

じめ職員の理解を十分深めること、心理的な負担感の程度及びその個人的・組織的な

原因を把握すること、必要な情報を共有すること、個人情報保護を徹底することなど

を通じ、職員が安心して働き続けられる職場環境の改善に結びつけることが重要であ

ると考えられる。これらの点に十分留意し取り組まれたい。 

                                           (人事課) 
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 ウ 危機管理室関係 

   避難所運営協議会について 

     区では、これまでの大震災等への対応における課題や教訓を踏まえ、大規模災害時に

地域避難所及び補完避難所の運営を迅速・的確に進めるために、平常時から避難所の運

営について地域で話し合い、ルールや役割等を決め、運営訓練を行うなど、地域住民が

主体となって避難所の運営ができるように、２５年度から、各住区エリアごとに、地域

住民・施設管理者・避難所に参集する指定職員等で構成する避難所運営協議会の組織化

に向け支援を行っているところである。現在、２２住区エリア中１５住区エリアで設置

されている。 

    さらに、防災課を中心に、避難所運営協議会をすべての住区エリアに設置できるよう

支援に努めているところであるが、これまでに設置されている避難所運営協議会の活動

状況を検証しながら、先進的な取組をホームページ等で紹介したり、住区エリア相互で

活動状況の交流を図るなど、関係課・関係機関等と連携・協力し、更に設置支援に努め

られたい。 

                                  (防災課、ほか関係課) 

  エ 産業経済部関係 

    三田地区店舗施設使用料等の滞納について 

     三田地区店舗施設においては、過去の使用料等の滞納に加え、現在の店舗でも新たに

滞納が発生し、滞納額が５，７００万円余と増加している状況である。これまでの監査

結果においても、適正な対処について繰り返し指摘してきたところであり、所管課では、

弁護士への相談や債務者調査、滞納対策研修への参加などを行ったとのことであるが、

特段の進展がないまま現在に至っている。早期に滞納資料等を整理し、委託弁護士とも

相談しながら、早期に取組方針をまとめ、適切に対処されたい。 

                                    （産業経済・消費生活課） 

オ 文化・スポーツ部関係 

   国内交流・国際化推進、芸術文化・スポーツ・観光振興など、幅広い施策に取り組む

中、スポーツ推進計画の新規策定や芸術文化振興プランの改定、東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピック競技大会開催に向けた機運醸成の取組、公道を使用したマラソン

大会（目黒シティラン～健康マラソン大会～）の実施に向けた検討など、関係部局をは

じめ関係機関・地域団体等と調整を図りながら、様々な課題に積極的に取り組んでいる

ことは高く評価できる。 

これらの施策・事業は、庁内はもとより関係機関・団体・地域との様々な調整等を必

要とするものであり、今後とも、必要に応じ体制の整備等を図るとともに、関係部局等

と連携・協力を密にして取り組まれたい。 

なお、スポーツ推進計画の策定及び芸術文化振興プランの改定に関連して、それぞれ、

学識経験者・専門家、関係団体、区民によって構成された懇話会を設置し、助言を得る

とともに、区民意識調査等の各種調査結果の活用やパブリックコメントの実施など努力

されているところであるが、各事業の計画目標については、実現すべき成果（アウトカ
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ム）に係る数値目標・客観的な指標について、できる限り多く設定し、計画・実施・検

証・改善のＰＤＣＡマネジメントサイクルがより有効に機能するよう、更に努められた

い。 

（文化・交流課、スポーツ振興課、オリンピック・パラリンピック推進課） 

  カ 健康福祉部関係 

    障害者差別解消の取組について 

    ２５年６月に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が成立し、２８年４

月に施行された。この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国

民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会の実現に資することを目的としている（第１条）。 

区では、この法律の施行に向けて、障害を理由とする差別の解消の推進に係る各課に

おける対応状況調査を実施するとともに、同法第１０条の規定に基づき、不当な差別的

取扱いの禁止、合理的配慮の提供、管理職員の責務、相談体制の整備及び研修・啓発等

を定めた目黒区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定

し、また、対応要領に係る留意事項及び職員受付マニュアルの作成に取り組むとともに、

法律の趣旨や区の取組等の周知を図るため、職員研修を３回実施したところである。 

    区においては、ユニバーサルデザイン*・バリアフリー化のまちづくりや施設利用に

おける障害者サービス、芸術文化活動やスポーツ活動に対する支援、教育など、事務事

業の執行に当たっては、全庁的に、職員のほか委託事業者・指定管理者に対し、研修や

指導等により、法令及び対応要領・留意事項・マニュアルに定めた事項の徹底を図ると

ともに、区民等への啓発に努められたい。また、取組状況について検証・評価し、必要

な見直し・改善を図るとともに、その結果の公表について検討されたい。  

        また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、障害者ス

ポーツへの参加、理解、共感の輪を広げ、ノーマライゼーション*社会の実現を目指し、

更に支援等に努められたい。 

＊ ユニバーサルデザイン：年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、はじめか

らできるだけ多くの人が利用可能なように、利用者本位、人間本位の考え方に立っ

て都市施設や製品・サービスなどをデザインすること。 

＊ ノーマライゼーション：全ての人々が、同じ社会の一員として他の人々と変わら

ない日常生活を営むことが通常の人間生活であり、さらに、障害をもつ人も地域を

基盤として、ともに生きていける社会が正常な社会であるとし、この両面をともに

実現する社会を目指していくこと。 

                               （障害福祉課、ほか全課） 

  キ 子育て支援部関係 

    待機児童対策等の推進について 

    近年、就学前児童数（０～５歳）が増加傾向にあり、２３年４月１日現在では１１，

０７５人、２８年４月１日現在では１３，１２５人と、５年間で２，０５０人、１８．

５％増加しており、また、共働き世帯も増加傾向にあるとされている。これらに伴い保
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育需要が増加し、要保育率は、２３年度では３１．７％、２８年度では３６．７％と増

加している。   

区では、基本計画において、３１年度に待機児童ゼロとなることを目指し、子ども総

合計画に基づき、保育施設の入所定員について、２３年度の定員３，４５０人（内認可

保育所２，８０３人）、２７年度の定員４，２７５人（内認可保育所３，３４１人）、２

８年度の定員は４，５２３人（内認可保育所３，６１３人）と、５か年で１，０７３人

（内認可保育所８１０人）３１．１％増の定員拡大に努めてきたところである。  

しかしながら、増加する保育需要に対し、入所定員が不足する状況が解消されておら

ず、認可保育所に対する待機児童数（２６年度から待機児童数の算定方法を見直した。）

は、２３年度では５９人、２８年度では２９９人と２７年度の２９４人をやや上回る状

況となり、２７年度からの子ども・子育て支援新制度の本格施行後も、待機児童対策は

依然として喫緊の重要課題となっている。 

また、保育需要の増加とともに、小学校就学後の学童保育需要も増加しており、定員

１，２２５人（運用１，６２６人）に対し、入所児童数は、２３年度１，２２８人、２

７年度１，４０６人、２８年度１，４６９人と増加しており、超過対応が喫緊の課題と

されている。 

区では、２８年３月に策定されたまち・ひと・しごと総合戦略において、「安心して

結婚・出産・子育てができるまちをつくる」ことを基本目標の一つに掲げ、仕事と結婚・

出産・子育てを両立できる環境づくり及び多様な子育て支援の環境づくりと待機児童対

策の推進の二つの施策と２３事業に取り組むこととしている。  

基本目標においては、保育所等待機児童数について、３１年度までにゼロを達成する

こと等を目標値とし、認可保育所数として５０か所・定員４，１７９人とするなどの重

要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、それらの達成に向けて取り組んでいくこととして

いる。 

区においては、まち・ひと・しごと総合戦略及び子ども総合計画等に基づき、全庁的

に区有地や国公有地、区有施設等の有効活用等について検討しているところであるが、

保育需要の増加に対応した取組及び学童保育需要の増加に対応した取組を更に積極的

に推進されたい。  

また、将来的な課題として、人口減少後の保育施設の見直し等の取扱いについても考

慮しながら、総合的な視野のもと、これらの課題に取り組まれたい。 

また、これらの定員拡大の取組と合わせ、保育士の確保のために、保育士宿舎借上げ

支援事業、保育士等キャリアアップ補助事業が新たに開始された。これらの事業は、保

育環境を整備する取組として期待されるものである。これらの支援事業においては、保

育士に対し確実に支援がなされるよう適切に把握するとともに、履行状況について適宜

報告を受け、事業実績・効果について検証・評価を行い、必要に応じ事業者に対する適

切な指導等を行われたい。 

                            (子育て支援課、保育課、保育計画課) 
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  ク 都市整備部関係 

 都市計画マスタープランの見直しについて  

    「都市計画マスタープラン～子どもの元気がみえるまち めぐろ～」については、１

６年３月に策定され、おおむね２０年後を目標に、都市計画に関する基本的な方針とし

て、今後取り組むべき街づくりの基本的な方向性を示すものとされている。計画が策定

されてから１０年以上が経過し、これまで様々な街づくりの取組が推進されてきたとこ

ろである。 

一方、マスタープラン策定時には、目標年次である平成３６年頃の夜間人口を約２５

万人と想定していたが、現在では２７万人を超えているなど、拠点整備等の推進ととも

に、社会経済状況等の変化が見られる。 

マスタープランにおいても、状況の変化等に応じ、一定期間毎にマスタープランを点

検・評価し、継続性、安定性に十分配慮しつつ、必要に応じて適時適切な見直しを行う

こととされており、これまでの拠点整備や地域街づくり条例の制定等の様々な取組につ

いて検証・評価した上で、都市計画マスタープランの見直しについて検討されたい。 

                                   (都市計画課、ほか関係課) 

  ケ 教育委員会事務局関係 

    区立中学校の統合及び区立中学校の魅力づくりについて 

    中学校の統合は、実施計画及び行革計画に掲げられている重要な課題である。第三中

学校・第四中学校の統合については、保護者・生徒・地域等の関係者及び教職員の多大

な尽力により２７年４月に大鳥中学校が開校となった。開校に至るまでの積極的な取組

を高く評価するものである。 

一方、南部・西部地区における区立中学校の統合の取組については、実施計画等の予

定より遅れており、情報発信も十分とはいえない状況と見受けられる。 

第三中学校・第四中学校の統合による成果・課題について検証・評価しながら、南部・

西部地区の区立中学校の統合の検討に活かし、統合に向けた取組を促進されたい。 

また、区立中学校への進学率（在籍率）については、基本計画では３２年度の目標値

を６５．０％と設定しているが、基本計画策定時（２１年１０月）の現状値は５５．４％、

２８年５月の現状値は５３．９％となっている。教育委員会では、区立中学校の魅力づ

くりに取り組んでいるところであるが、２７年度目黒区教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価（２６年度分）報告書によると、重点課題１０項

目（一部２区分）中Ａ評価（実施策の進捗が計画どおりできている）が２項目、Ｂ評価

（実施策の進捗が一部計画どおりできていないものがある）が９項目であるなど、課題

が見受けられる状況である。 

そこで、区立中学校の魅力を一層高めるため、課題解決に向けた取組を各校で推進し、

教育の質の向上及び教育環境の整備等を図りながら、区立中学校への進学率の向上に向

け更に取り組まれたい。 

                       （教育政策課、学校統合推進課、教育指導課） 
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３ 推奨事項 

  特に事業効果があったと評価できる事項は、次のとおりである。 

(１) 基幹系システムの再構築及び社会保障・税番号（マイナンバー）制度への対応（情報セ

キュリティ対策を含む。）について 

     住民記録、税、国民健康保険等の基幹系システムについては、ホストシステムからパッ

ケージシステムに再構築するとともに、社会保障・税番号（マイナンバー）制度への対応

を行った。パッケージシステムによる基幹系システムは、年末年始にかけて、システム切

替テスト、窓口リハーサル、システム操作研修、ダウン時対応訓練等を行い、データ移行

を完了した。また、福祉情報システム、保健所システムについても同時期に新システムに

移行した。２８年１月から、これらの全てのシステムにおいて、特に支障なく安定的に稼

働している。 

また、マイナンバー制度への対応としては、２７年１０月にホストシステムによりマイ

ナンバーの付番等の実施、１１月からマイナンバーを記載した「通知カード」を約１５万

世帯の区民への送付を行い、２８年１月からパッケージシステムによるマイナンバーの利

用及び「マイナンバーカード」の窓口交付を開始した（事前予約制）。また、全職員を対

象とした説明会、外部講師による研修を行った。情報セキュリティ対策としては、マイナ

ンバー関連システムとインターネットとの分離、ＵＳＢメモリーの接続不可等の物理的・

技術的対策を実施した。２７年１０月には、目黒区電子情報処理規則、情報セキュリティ

基本方針等の規定を改正するとともに、情報セキュリティ研修、ｅラーニング、セルフチ

ェック、内部監査を行い、人的セキュリティの向上に努めた。 

また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の２７

年１０月からの施行に伴い、目黒区特定個人情報の保護に関する条例等を制定し、マイナ

ンバーを含む個人情報（特定個人情報）の保護について定めるとともに、関係規定を整備

した。また、個人番号の区独自利用に向けて、目黒区個人番号の利用に関する条例等を制

定し、独自利用する事務を定めた。 

このほか、２８年２月からは、マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストアの

端末機から住民票の写し等の各種証明書が取得できるサービスを開始した。 

これらの基幹系システムの再構築及びマイナンバー制度への対応（情報セキュリティ対

策を含む。）については、年末年始にわたる基幹系システムのパッケージシステムへの移

行作業による安定的な稼働や各種の情報セキュリティ対策の周知・徹底をはじめ、マイナ

ンバーの通知・交付対応、マイナンバーカードによるコンビニエンスストアでの各種証明

書の交付など、多岐にわたる業務について、多くの職員が従事し、組織横断的に連携・協

力を図りながら、円滑な対応に努めたものであり、職員の積極的かつ献身的な努力は高く

評価できるものである。 

なお、パッケージシステムによる新基幹系システム等の稼働に伴い、システムを適切に

進行管理していくことが重要となると考えられるので、計画的な人材の育成や情報セキュ

リティの確保に一層努められたい。 

                               （情報課、広報課、戸籍住民課、ほか関係課） 
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(２)  健康めぐろ２１の改定について 

２８年３月に改定された「健康めぐろ２１（２８～３７年度）～健康なまち めぐろを

めざして～」は、基本理念である「健康寿命の延伸」の実現に向けて、六つの大目標、１

４の中目標及び３５の施策の方向を掲げ、目標ごとに「目指す区民の姿」を６７の指標と

して設定している。また、区民が主体となった健康づくりをより一層効果的に推進するた

めには、重点的に取り組むべき目標を優先的・先導的に実施し、総体的に計画を推進して

いく必要があるとして、３５の施策の方向のうち、区民の健康づくりを推進する上で特に

重点的な対応が必要な６項目を、重点目標として設定している。 

この計画の主な特徴としては、 

○ 区民の健康づくりに対する意識や生活習慣などの実態を把握し、健康めぐろ２１の

改定のための基礎資料とするため健康づくり調査を実施するとともに、それらや各種

調査を活用し、目黒区・東京都・全国に係るデータの比較分析を行うなど、分かりや

すい計画になっている。 

○ 前計画（２３～２７年度）の評価に当たっては、健康づくり調査、各種健診等の実

績値、国・都が実施した調査結果から、区民の状況を把握・分析した上で、行動目標

に対する達成度をＡ～Ｄまでの判断基準により評価している。 

○  前計画の実績や達成状況の評価、見直し・改善、素案に対するパブリックコメント

等を踏まえ設定された目標及び指標が具体的であり、多くは定量的目標等として設定

されており、実現すべき成果（アウトカム）に係る数値目標・指標が多く掲げられて

いるので、ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる検証・評価が容易である。 

○ 取組の結果としての「目指す区民の姿」を６７の指標として設定するとともに、イ

ラスト付きの健康メモを掲載するなど、職員の手づくりにより工夫を図りながら、区

民に分かりやすく取り組みやすい優れた計画となっており、職員の積極的な取組の成

果として高く評価できるものである。 

なお、前計画の評価結果についてみると、行動目標評価対象数８６のうち、Ａ：目標達

成１２．８％、Ｂ：目標未達成３６．０％、Ｃ：後退３１．４％、Ｄ：法改正や基準の変

更など、比較・評価ができない１９．８％となっており、区民の健康づくりの現状には課

題が多いことがうかがわれる。 

２８年度に、簡易版を作成し、区民に配布する予定とのことであるが、内容を工夫し、

区民が楽しく健康づくりに取り組み、よりよい成果が得られるよう、普及・啓発、支援に

一層努められたい。 

                                  (健康推進課、ほか関係課) 

(３) 一般廃棄物処理基本計画の改定について 

「一般廃棄物処理基本計画～快適で誇りのもてる循環型のまち～」（以下「計画」とい

う。）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の規定に基づき、一般廃棄物の適正

な処理を進めるための基本方針を明らかにするものである。 

改定計画（２８～３７年度）は、前計画（１９～２８年度）の策定後、社会情勢や区民

ニーズの変化、関係法令等の改正及び廃棄物減量等推進審議会からの答申（目黒区への九
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つの提言等）、改定素案に対するパブリックコメント等を踏まえ、２８年３月に改定され

たものである。また、計画改定に先立ち、区内から発生するごみ及び資源の排出実態並び

に区民・事業者の意向を把握し、計画改定に向けた基礎資料とするため、２６年度に、家

庭ごみ組成分析調査、家庭ごみ計量調査、区民アンケート調査、事業者アンケート調査の

四つの調査が実施された。 

改定計画では、基本理念「快適で誇りのもてる循環型のまち」の実現のもと、二つの目

標、四つの基本方針、四つの施策体系及び１８施策（内重点６施策）が掲げられている。

計画目標としては、「リサイクル率」とともに、これまでの「ごみ減量率」に替わり、区

民一人ひとりが取組をイメージしやすい指標として「１人１日当たりごみ量」が新たに設

定された。 

改定計画のポイントとしては、 

○  更なるごみ減量に向けて、発生抑制である「リデュース」と再使用を進める「リユ

ース」の２Ｒに重点を置いている。 

○ 区民一人ひとりの協力・取組が重要であるため、新たに「１人１日当たりのごみ量」

を指標として設定した。 

などが挙げられている。 

また、 取組のイメージとしては、１０年後の３７年度までに，１人１日１００ｇのご

み減量（２６年度１人１日当たりのごみ量５４９ｇ*、３７年度４５１ｇ）、区全体で年間

１万ｔのごみ減量を実践し、そのうちの約２割を資源化することにより、リサイクル率を

３１．７％（２６年度２７．５％）まで引き上げる。  

  などが掲げられている。 

＊ １人１日当たりのごみ量 ２６年度 目黒区５４９ｇ ２３区５５２ｇ 

改定計画は、ごみ減量の行動の例示とそれによる減量効果（ｇ）をイラスト付きで記載

するなど、区民一人ひとりが具体的な達成目標やそれに向けての取組をイメージしやすい

ように工夫して設定されているなど、優れた計画として高く評価できるものである。 

区では、２８年度に「ＭＧＲ１００」プロジェクト（Ｍ（目黒）・Ｇ（ごみ）・Ｒ（リデ

ュース）・１００ｇ）として、個人・団体・事業所の取組を募集し、ごみ減量アイデアと

して活用していくなど、ごみ減量の新たな取組を始動しているところであるが、今後とも、

家庭や事業所等に対する普及・啓発、支援に一層努められたい。 

また、計画にも記載されているように、２６年度の資源やごみの処理費用は、近年減少

傾向にあるとはいえ年間約４０億円に上っており、そのうち資源化処理費用などで約１１

億円の費用が必要であることから、関係機関・団体との連携・調整を図りながら、最適な

費用負担に向け、更に検討されたい。 

                                       （清掃リサイクル課、清掃事務所） 

 

４ まとめ 

  ２７年度は、実施計画、財政計画及び行革計画をはじめ、観光ビジョン、保健医療福祉計

画、介護保険事業計画、障害者計画、子ども総合計画、生涯学習実施推進計画など、基本計
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画の主要な補助計画の改定初年度に当たっており、長期計画等を着実に推進するとともに、

多くの課題の解決に効果的・効率的に取り組んでいくことが求められた。 

そこで、２７年度の区政運営の基本的な方向を示す行財政運営基本方針においては、「暮

らしの安全と安心を支える区政の推進」、「地域の力を生かし合う区政の推進」、「施策を柔軟

に展開できる安定的な行財政基盤の確立」を行財政運営の基本姿勢として掲げるとともに、

これらを踏まえ、施策の優先度を総合的に判断し、緊急かつ積極的に取り組むべき重要課題

として、「安全・安心な地域づくりの取組」、「暮らしや健康と子どもの育ちを支える取組」、

「環境と調和した地域を次代に引き継ぐ取組」の三つを重要課題として設定し、その他の課

題を含め積極的に取り組んでいくこととされた。 

今回の各部定期監査結果においては、各部の事務事業の中から１１４事業を指定し監査を

行った。各部局においては、三つの重要課題に向けた取組を中心に、区民福祉の向上に向け、

積極的かつ真摯な取組姿勢が見受けられ、おおむね適正・適切に事務事業の執行がなされて

いた。 

一方、今年度の監査結果では、是正すべき事項として、２０件の指摘事項があり、また、

改善に向けた検討や更なる向上に向けた取組に対する意見・要望事項として１６件の事項及

び特に優れた取組として評価される推奨事項として３件の事項を挙げたところである。 

上記の指摘事項等を除き、おおむね適正に執行されていることが認められたが、指摘事項

等については、今回も繰り返されているものがあり、今回該当しなかった部局も含め、これ

らを真摯に受け止め、指摘事項の是正・改善に取り組むとともに、意見・要望事項の改善の

検討に早期に取り組まれたい。  

また、推奨事項として取り上げた三つの事項は、評価に値する積極的な取組であると考え

るものであり、これらの取組姿勢、情報収集及び適正管理、目標・指標の具体的な設定、履

行状況の点検及び達成状況の検証・評価等のＰＤＣＡマネジメントサイクルの実施などにつ

いて、全庁的に共有することにより、区の事務事業のレベルアップが図られていくことを期

待するものである。 

 

最後に、管理監督者はもとより、職員一人ひとりが、区民の信頼に応えられるよう、重要

課題等の達成に最大限努めるとともに、事務管理をはじめ、安全や情報セキュリティの確保

など様々なリスクマネジメントについても十分に検証を行い、事務処理ミスや事故の発生の

防止等に最善の注意と努力を傾注されるよう強く望むものである。 

 

以  上 


